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校区外からの瀬喜田小・真喜屋小
への登校支援を検討します

瀬喜田小学校
ホームページは
こちらから！

真喜屋小学校
ホームページは
こちらから！

市ホームページで
学校の取組を紹介
しています！

小さいながらも大きく学ぶことができる
小学校で、のびのびと学んでみませんか？

・対象者は、瀬喜田小校区・真喜屋小校区以外に居住し、同校に指定学校変
　更制度を活用して通学を希望する小学生となります。

・過去の学校統合に伴い既に運行しているスクールバスを有効活用するもの
　であり、新たにスクールバスを運行するものではありません。そのため、
　乗車する場所が限られると共に、乗車時間についても朝７時台の早い時間
　帯になることが予想されます。

・希望者がいない場合は運行しません。

・運行を予定しているのは、登校時のみです。下校時については家庭の責任
　の下で行って頂く必要があります。

【注意事項】

　名護市教育委員会では、現在、小規模校の児童増に向けた取組を進めているところです。
その取組の一環として、指定学校変更制度を活用して申請を行うことにより、指定された学
校でなくても小規模校であれば通学することが可能となっております。
　一方で、瀬喜田地域と真喜屋地域については、学校の統合に伴いそれぞれスクールバスが
運行しています（瀬喜田地域の中学生を東江中に送迎するため。源河地域の小学生を真喜屋
小に送迎するため。）。
　今回、上記の目的で運行をしているスクールバスを活用して、小規模校を希望する保護
者・児童への登校時の送迎支援を検討します。瀬喜田小校区・真喜屋小校区以外のお子様で
瀬喜田小・真喜屋小への入学・転学を希望される場合、登校時にスクールバスの利用が可能
となるよう検討致します。ご希望の保護者・児童がいらっしゃいましたら、原則、令和８年
３月末までに、下記までご相談下さいますようお願い致します。


